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 令和７年度処遇改善加算等取得促進支援事業業務委託における 

企画提案募集要項 

 

 令和７年度処遇改善加算等取得促進支援事業業務委託に係る企画提案の募集について

は、この要項に定めるとおりとする。 

 

１ 目的 

本県の介護サービス事業者に対して専門家による支援を行うことで介護職員等処遇改

善加算の取得促進を図る。 

この企画提案競技では、介護職員等処遇改善加算に関する専門的な知識を有し、

施設・事業所から信頼を得て、加算取得に効果的な助言等を行うことができる者に

委託して実施する必要があることから企画提案により募集するものである。 

 

 

２ 委託業務の概要 

（１）委託業務名 

   令和７年度処遇改善加算等取得促進支援事業業務委託 

（２）委託業務の内容 

   別添の仕様書のとおり。 

（３）履行期限 

   契約締結日から令和８年３月３１日まで 

（４）委託料 

   １，８３０，０００円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

 

３ 応募資格 

次の（１）から（６）のいずれかに該当する場合は、参加することができない。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定により、埼玉県における一般競争入札等の

参加を制限されている者 

（２）埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成２１年４月１日施行）に基づ

く入札参加停止措置を受けている者 

（３）会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法に基づく再生手続開始

の申立てがなされている者 

（４）埼玉県から指名停止措置を受けている者 

（５）法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等納付すべき税金を滞納

している者 

（６）埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成２１年４月１日施行）に基づく入札

参加除外を受けている者 

 

４ 選定方法 

  公募型のプロポーザル方式とする。 



  

 

 

（１）委託候補者の選定 

   本委託業務を滞りなく完了するためには、受託者が高い業務遂行能力を有している

必要がある。そのため、受託者の決定にあたっては、企画内容や事業経費の額のほか、

事業者の経験や実績を含めて総合的に書類にて審査し、その内容が最も優れた提案を

行った１者を選定する。 

   なお、企画提案に参加しようとする者が１者の場合は、事前に審査委員会で定めた

基準点を満たしていれば委託先候補者として選定する。 

（２）審査基準 

   

評価項目 評価基準 

業務内容の理解 ① 委託業務の趣旨を十分に理解した企画内容となっているか。 

 

 

 

業務遂行能力 

② 委託業務を円滑かつ効果的に実施できる組織体制となって

いるか。 

③ 介護現場の実態や介護業務の内容を熟知しているか。 

④ 業務を遂行するうえで、有用な資格、経歴を持つ担当者を設

置するなど業務を適正に実施するための実施体制となって

いるか。 

⑤ 委託業務スケジュールは、実現可能性のあるものとなってい

るか。 

 

企画提案内容 

⑥ 本業務の取組（個別訪問相談等）を広く周知できるような方

法等が具体的に提案されているか。 

⑦ その他、個別支援に係る創意工夫があるか。 

経費の妥当性 
⑧ 所要経費及び積算根拠が明確に示されており、合理的な内容

となっているか。 

（５）その他 

   説明会は行わず、本実施要項及び仕様書に基づき書面審査により実施する。 

 

５ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

   受託希望者は、次の内容を記載した企画提案書を提出すること 

  なお、企画提案に必要な経費は企画提案者の負担とし、企画提案書は返却しない。 

  ア 企画提案書（様式１） 

  イ 基本方針（任意様式） 

   ・本業務を実施する上での基本方針及び応募の動機 

  ウ 事業計画書（別紙１）（別添の仕様書に基づき作成すること。） 

   ・本業務を運営管理していく際の管理・実施体制 

   ・委託業務を効果的に実施するための提案 

   ・事業全体での具体的なスケジュール案 



  

 

  エ 業務実績調書（様式２） 

   ・令和元年度～令和６年度に国や地方公共団体から受託した業務等に係る実績 

  オ 法人概要資料 

   ・法人の登記事項証明書の写し（全部事項証明書。３か月以内に取得したもの） 

   ・決算書(過去１年分の貸借対照表及び損益計算書) 

   ・事業実績、組織図、パンフレット等（任意様式） 

  カ 事業費等見積書（様式任意） 

    ・別添の仕様書に基づき作成したもの 

    ・見積もった金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を消費税及び地方消費 

    税として加算して記載すること。 

（２）提出部数 

   １部。 

 

 

６ 質問の受付及び回答 

  企画提案の内容等に関する質問は次のとおり受け付ける。 

（１）受付期限 

   令和７年６月２０日（金）から６月２４日（火）１２時まで 

（２）質問方法 

   質問内容を様式３に記載して電子メールで送付すること。 

   【メール】a3240-18@pref.saitama.lg.jp 

（３）回答 

   質問に対する回答は、質問者の法人名を伏せた上で、６月２６日（木）１５時まで

に埼玉県ホームページ内の以下のページに掲載する。 

    

ＵＲＬ: 

 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/shoguukaizen/syoguukaizenn-kikaku.html 

 

７ 企画提案書の提出 

（１）提出部数 

   １部 

（２）提出方法 

   電子メールにより提出する。 

  （提出先は下記「１１ 問合せ先及び書類の提出先」のとおり） 

（３）提出期限 

   令和７年６月３０日（月) １２時まで 

（４）企画提案書の取扱い 

  ア 県は、提出された企画提案書を、本業務の受託機関の選定以外の目的で提出者に 

   無断で使用しない。 

  イ 提出された企画提案書は、公平性、透明性を期すために、「埼玉県情報公開条例」 
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   等関連規則に基づき公開することがある。 

  ウ 提出された書類は、本業務の受託機関の選定を行うために必要な範囲又は公開の 

   際に複製を作成することがある。 

  エ 提出された書類は返却しない。 

（５）その他 

  ア 企画提案書及び企画提案書のために作成した資料は、本県の了解なく公表、使用 

   することはできない。 

  イ 企画提案書の提出は、１法人につき１案とする。 

  ウ 企画提案書の作成及び提出等に係る費用は提出者の負担とする。 

  エ 提出後の差替え及び再提出は認めない。ただし、県の指示による場合はこの限り  

   ではない。 

  オ 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの、提出書類に不備があるものは無 

   効とする。 

 

８ スケジュール 

日 程 内 容 

令和７年６月２０日（金） 公告 

令和７年６月２０日（金）から 

    ６月２４日（火）１２時まで 

質問事項の受付 

令和７年６月２６日（木）１５時まで 質問への回答 

令和７年６月３０日（月）１２時まで 企画提案書の受付 

令和７年７月上旬 選定審査（書類審査） 

令和７年７月中旬 委託契約の締結 

 

９ 委託契約 

  業務委託契約に当たっては、選定された企画提案内容を直ちに契約内容とするのでは 

   なく、採用された提案者の提案内容を踏まえて協議を行う。協議が整った際は、委託候補 

   者から改めて見積書を徴取し、随意契約による委託契約を締結する。 

 

10 その他留意事項 

（１）書類提出後に参加を辞退する場合は、速やかに文書で埼玉県福祉部高齢者福祉課長

に届け出ること。 

 

（２）業務委託契約に当たっては、埼玉県との契約実績等により契約保証金が必要になる

場合がある。 

 

11 問合せ先及び書類の提出先 

  埼玉県福祉部高齢者福祉課 介護人材担当 

   住所：〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1 



  

 

   電話：048-830-3232 

   e-mail：a3240-18@pref.saitama.lg.jp 
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